
大口町告示第１５号 

 

 大口町国民健康保険税滞納者対策実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。 

 

  平成２７年３月３１日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



 

   大口町国民健康保険税滞納者対策実施要綱の一部を改正する要綱 

 

 大口町国民健康保険税滞納者対策実施要綱（平成１６年大口町告示第３４号）の

一部を次のように改正する。 

 第９条第１項中「対象世帯主となった後に」の次に「、納税相談のうえ」を加え、

「、短期被保険者証を」を「、別表の区分により短期被保険者証を」に改め、同条

第２項を削る。 

 第１３条中「世帯主」を「対象世帯主」に改める。 

 別表中「別表」を「別表（第９条関係）」に改める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
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